
ＮＰＯ法人つなぐは、障がいがあっても、住み慣れた地域の中
で本人らしく暮らし続けていくための法人後見を実施するために、
本年４月１日に横浜市鶴見区に開設しました。

私たちは、これまでの活動の中で、障がい者の親亡き後にど
う備えるかという課題や親の高齢化に対応できる法人後見実
施団体の必要性を実感してきました。これからはＮＰＯ法人つな
ぐ（障がい者権利擁護センター）として、これらの課題解決に
向けて取り組んでまいります。

ＮＰＯ法人つなぐの基本理念は、障がいのある方の権利を守
り、ご本人の気持に寄り添い意思決定を支援すること、障がい
のある方が住み慣れた地域の中で暮らし続けることができるよう
に関係機関と連携すること、障がいのある方のより良い暮らし
のための身上保護を重視した適切な財産管理に努めることで
す。

私たちの活動趣旨をご理解いただきますと共に、今後ともご
支援・ご協力をいただきますようどうぞよろしくお願い申し上げま
す。

2019年5月
NPO法人つなぐ 代表理事 熊澤美香

理事長から皆様へのご挨拶

1 親なき後に備えるワンストッフ相゚談(成年後見制、遺言、
家族信託、死後事務委任等)
2 法人後見実施(相談、申立支援、法人後見受任)(親の
任意後見)
3 成年後見制度普及啓発
4 親族後見人のサポート
5 その他の権利擁護事業(あんしんノートの普及活動等) 
6 地域包括ケアシステムに関する事業
7 調査・研究

つなぐの事業概要

2019年5月14日14：00よりＮＰＯ法
人つなぐの総会が開催されました。
法人スタート後初めての総会です
が、正会員23名中21名の出席が
ありました。冒頭、社会福祉法人大
樹の山本理事長よりご挨拶をいた
だき、盛会のうちに無事終了致しま
した。

総会終了後は、担当者養成研
修、会員スキルアップ研修を兼ねて、
理事長による親族法、プライバシー
ポリシーの研修会を実施しました。

ＮＰＯ法人つなぐは、4月からは本
格的な後見活動に向けて、横浜家
庭裁判所本庁、川崎支部、鶴見
区役所、鶴見区障害者団体連合
会、障害者支援施設希望等へ法
人設立のご挨拶に行きました。現在、
受任に向けて申立準備中です。

これから障がい者の支援に向け
て関係施設、団体と連携しチーム
で支える仕組み作りに取り組んでい
きたいと思います。

皆さまのご協力、ご支援をお願い
いたします。

＜第1回定期総会報告＞
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最高裁判所による平成30年の成年後見制度利用の概
況をみると、全申立件数に占める知的障がい者の割合は
9.9%でした。なぜ、障がい者の制度利用がなかなか進まない
のか、様々な問題はありますが、先ず挙げられる要因は、後
見人への報酬と誰に後見人をお願いできるかの2点にあるの
ではないでしょうか。
①成年後見人等への報酬額
現行の法定後見人に対する報酬は、表1のとおり、基本報
酬を2万円とし、財産の多寡により決められます。ただ、現行
の身上監護の内容がほとんど反映されない画一的な報酬
付与のあり方に、最高裁は今年3月25日付けで日常生活支
援に手厚くするよう、算定方法の改定を促す通知をだしました
ので、報酬の目安については数年後には多少変わってくると
考えられます。

表１ 報酬額の目安

財産額 報酬(月額)

〜1000万円
基本報酬

2万円

1000万円
〜5000万円

3万円
〜4万円

5000万円〜
5万円

〜6万円

②誰に後見人を任せるか？
平成30年に選任された後見人の内訳は、家族・親族が
23.2%、親族以外が76.8%となっています。しかし、報酬等の面
で親族から不満も多く、今年3月の成年後見制度利用促進
専門家会議において、最高裁は「本人の利益保護の観点
から後見人となるにふさわしい親族等の身近な支援者がい
る場合は、これらの身近な支援者を後見人に選任することが
望ましい」との方針を出しました。しかし、障がい者の場合、親
以外に任せられる親族もないケースも多く、安心して任せられ
る後見人を求めている方が多くいらっしゃいます。

私たちはNPO法人つなぐを迷わず安心できる後見人候補として選んでもらえる法人にしていきたいと思っていま
す。法人後見の最大のメリットは、法人内でノウハウを共有でき、個人の資質以上の後見事務が可能であると
いう点です。まずは、安全・安心な財産管理の徹底と担当者のスーパービジョン体制を構築していきます。そし
て、法律や福祉の専門職として活動してきた会員から親の立場にある会員まで、多様な人材で構成されること
を強みに、障害を持つ家族特有の悩みに寄り添い、子どもや親自身が親なき後や老後を安心して生活できる
よう、様々なサービスの組み合わせを提案できるよう努めて参ります。

岡本美知子様 宮本豊子様
小田五世様 上北悦子様
三人会様 西田ちゆき様
根岸満恵様 菱沼由美様

◎賛助会員を募集しています

個人会員 1口 3,000円
団体会員 1口 5,000円

◎寄付金を募集しています

賛助会員、寄付者には機関誌つなぐを送
付いたします。
事務局までご連絡ください。

ありがとう
ございます

進まない成年後見制度の利用と障がい者の親なき後

賛助会員募集と寄付のお願い ご寄付くださった皆様



特定非営利活動法人よこはま成年後見つばさの皆さんから

須田さん ： よし！NPO法人つなぐ、待っていました。
篠崎さん ： いよいよ始まりますね。共に頑張りましょうね。
熊谷さん ： つなぐの設立、おめでとうございます。期待しています！
有園さん ： 設立おめでとうございます。法人後見をともにすすめる仲間ができて嬉しい！！
藤村さん ： “つなぐ”の今後のご活躍を！
渡邉さん ： NPO法人つなぐ応援していきます。共につないで行きましょう。
内海さん ： さらに大変なことがたくさん起きるでしょうが、がんばってください。
中和田さん ： ご活躍をお祈り申し上げます！
小原さん ： 親なき後にそなえるためにどんな支援があったらいいか・・・。一緒に考えて行き

たいです。

社会福祉法人大樹の皆さんから

齋藤施設長 ： 安心を実感できる新たなサポートの始まりですね。大樹も応援します！
清水さん ： 誰もが安心して地域で暮らすことができるよう、「つなぐ」が鶴見に広がっていくこと

を期待しています！私も一緒に頑張ります！
田村さん ： 「つなぐ」が鶴見に誕生し、とても心強いです！一人でも多くの方が安心して暮らして

いけることを願っています☆。
石川さん ： つなぐをきっかけに区内の成年後見制度が促進されることと思います。生活を支え

る職員として心強いです。
倉島さん ： 皆様の豊かな生活のお手伝いができればと思っています。よろしくお願いします。
斉藤さん ： つなぐの開所、おめでとうございます。権利擁護の更なる充実、応援しております。

法律職と福祉職等が連携（2019.05.21現在 23名）

理事長 熊澤美香 弁護士（横浜サルビア法律事務所）
副理事長 根岸満恵 社会福祉士 精神保健福祉士
副理事長 菱沼由美 精神保健福祉士
理事 西田ちゆき 社会福祉士 法政大学現代福祉学部助教
理事 佐藤活実 勝司法書士法人
理事 伊藤阿耶雄 社会福祉士 工学博士

社会福祉法人大樹 倉島さん 作

弁護士 2名
司法書士法人 1名
社会福祉士 13名
社会福祉主事 1名
精神保健福祉士 4名
保健師 1名
助産師 1名

NPO法人つなぐマスコットキャラクター
つるみケンタロウ君とつる美ちゃん

宅地建物取引士 1名
工学博士 1名
司法書士法人 1名

NPO法人つなぐへの応援メッセージ

理事の紹介・会員の構成



介護予防・日常生活支援総合事業（サービスB)
実施に向けたプレ企画
お申し込みは事務局まで

〒230-0062横浜市鶴見区豊岡町3−4ﾘｺｰﾋﾞﾙ5階

社会福祉法人大樹 本部分室内

NPO法人つなぐ

理事長：熊澤美香（弁護士）

事務局：根岸、菱沼

TEL:080-7671-0401

E-mail: turumi@npo-tunagu.org

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://npo-tunagu.org/

事務所

アクセス：鶴見駅西口徒歩3分


